
水循環登録・認証制度実施要綱第８条第１項に基づき、

貴社を、水循環に資する取組を積極的に実施している

｢水循環ACTIVE企業｣として認証いたします。

認　証　番　号

令和7年１０月28日

水循環ACTIVE企業

認定証

西田鉄工株式会社 殿

内閣官房水循環政策本部事務局

事務局長

人材資金カテゴリー

25-006A

認証カテゴリー

有　効　期　限 令和８年１０月30日


